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国分寺市プレイステーション指定管理者申請要項 

 

国分寺市プレイステーションにおける指定管理について，平成 27 年 3 月 31 日で

指定管理期間が終了します。引き続き，指定管理業務を希望する場合はこの申請要項

に基づき申請してください。なお，申請に当たっては，必ず「指定管理者制度の運用

指針」（市ホームページに掲載）をよくお読みください。 

 

１．対象施設の名称，所在地，設置目的，規模等その他施設に係わる概要 

（１） 施設の名称，所在地 

施設の名称 ：国分寺市プレイステーション 

施設の所在地：国分寺市西元町三丁目 26 番 35 号 

（２）国分寺市プレイステーションの設置目的 

国分寺市における青少年の健全育成を図るため，青少年が生き生きと安全

に遊べる冒険遊び場を設置する。 

（３）規模等その他施設に係わる概要 

別紙 国分寺市プレイステーション指定管理業務仕様書（以下「仕様書」）

を参照 

（４）指定管理費 

協定期間中に市が負担する額の上限額は，下記のとおりとします。応募の

際は，この上限額以内で収支計算書における指定管理料を設定してください。  

平成 27年度 1年分総額の上限額 8,807,000円（消費税相当額含む） 

    指定管理費上限額 1年分  

※内訳その他の参考金額は仕様書を参照してください。 

           

２．指定管理者が管理する業務の範囲 

指定管理者は，対象施設の運営及び維持管理に係る次の業務を実施します。具

体的な内容は仕様書を参照してください。 

（１）業務の範囲 

（ア）プレイステーションの利用者の受付及び管理運営全般に係る庶務等に関す

ること。 

(イ) プレイリーダーの育成に関すること。 

（ウ）プレイステーションを運営する上での基本的な環境の整備及び利用者の安

全の確保に関すること。 

（エ）プレイステーションでの活動報告，及び広報に関すること。 

（オ）他の地域活動団体等の活動支援及び対応に関すること。 

（カ）プレイステーションの施設及び付帯設備，除草・清掃等含む維持管理に関
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すること。 

（キ）その他教育委員会が必要と認めること。 

（２）業務に係る条件 

（ア） 開園日は通年とします。ただし，国分寺市プレイステーション条例第５

条の休園日は除く。 

（イ）業務時間等は仕様書による。 

  

３．自主事業の提案 

（１）「自主事業」とは，施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し，行

う事業です。市民サービスの向上に効果的で，かつ効率的な「自主事業」の提

案をしていただきます。なお，事業にかかる経費については，原則として指定

管理者の自己財源（講座等の参加者負担金などを含む。）で賄うものとします。 

（２）自主事業の提案は，提出書類の事業計画書及び企画提案書により提案して

ください。また，自主事業収支計算書（書式任意）を提出してください。 

（３）提案された自主事業の内容や実施については，全て教育委員会と協議の上

決定します。 

 

４．利用料金制に関する事項 

本施設では，地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 244

条の２第８項の「利用料金制」は採用しません。 

 

５．指定期間 

   平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31 日までの１年間とします。 

 

６．申請資格 

（１）当施設の管理運営を，安全かつ円滑に行なえる団体又は法人。 

（２）団体等又はその代表者が，次の事項に該当しないこと。 

（ア） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４（一般競争入

札の参加者の資格）の規定に該当するもの。 

（イ）申請期間において，国分寺市から指名停止措置を受けているもの。 

（ウ）法人の場合は，最新の営業年度の法人税，消費税及び地方消費税，法人事

業税，法人住民税を滞納しているもの。法人以外の団体の場合は，代表者の

最新の所得税，個人住民税，個人事業税，消費税及び地方消費税を滞納して

いるもの。（申請者の所在地が東京都特別区にある場合は，法人市民税は法

人都民税，市民税は特別区民税となります。） 

（エ） 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号），民事再生法（平成 11 年法律第 2 

25 号）等により更正又は再生手続きを開始している法人。 
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（オ） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号）第２条に掲げる暴力団又は国分寺市暴力団排除条例（平成 24 年条例第

21 号）第２条に掲げる暴力団員等及びそれらの利益となる活動を行う団体。 

（カ） 国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成 17 年

条例第 31 号）第３条第２項から第４項までに規定するもの。 

（３） 当施設に，別紙仕様書の範囲で，資格を有する人員を配置できること。 

（４） 当施設に，防火管理者の資格を有する人員が配置できること。又は平成 27

年４月１日までに配置が可能な団体等であること。 

 

７．申請手続き 

（１）申請要項の配付 

（ア）配布日時：平成 26年 11月 17日(月)から平成 26年 11月 28日(金)まで 

午前９時から正午，午後 1時から午後５時 

※ただし，土・日曜日・祝日を除く 

 (イ)配布場所：国分寺市教育委員会社会教育・スポーツ振興課（ひかりプラザ） 

※国分寺市ホームページからもダウンロードできます。 

（２）提出書類 

別紙「提出書類一覧表」を参照 

（３）質疑及び回答 

質問は，下記提出期間内に文書により行うこととします。持参，郵送，ＦＡ

Ｘいずれの方法でも受け付けます。回答は，質問をした事業者に，ＦＡＸで送

付します。また，寄せられた質問をとりまとめ，国分寺市ホームページに随時

回答を掲載します。 

質問受付期間 平成 26年 11月 17日（月）から 11月 28日（金） 

（４）申請書等の提出  

(ア) 提出期間：平成 26年 11月 25日(火)から平成 26年 11月 28日(金)まで

午前９時から正午，午後１時から午後５時 

(イ) 提出先：国分寺市教育委員会社会教育・スポーツ振興課（ひかりプラザ） 

必要書類を整えて，上記窓口まで持参してください。郵送等の提出や提出

期限を過ぎた場合は受け付けません。（提出いただいた書類については返却い

たしませんのであらかじめご了承ください。） 

また，教育委員会が必要と認める場合は，教育委員会が追加の資料提出を

求める場合もございます。 

原則として，一度提出し受け付けたものの訂正や差し替え等はできません

ので，注意の上，作成処理をお願いします。 

※申請に要する経費は，申請者の負担とします。 

（５）申請書類・審査に関する情報公開等 
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    提出された書類等は，指定管理者制度の運用指針に記載のとおり，国分寺市

情報公開条例（平成 11年条例第 33号）の規定に基づく情報公開対象文書，市

ホームページ及びオープナーにおける公表文書並びに市議会の委員会審査に

おける提出書類となります。 

 

８．指定管理者候補者の選定等 

（１）資格審査 

次に該当する申請は，資格がないものとします。 

（ア） 資格要件を欠くもの，又は提出書類に不備があるもの。 

（イ） 提出書類に虚偽の記載があったもの。 

（ウ） その他選定に係る不正行為があったもの。 

（２）選定委員会による審議 

市が設置する指定管理者候補選定委員会で下記の事項について評価基準に基づ

き評価を行います。選定の際の評価の基準としては，次のとおりとします。 

（ア） 団体の理念・姿勢 

（イ） 団体の安定性 

（ウ） 団体の継続性 

（エ） 団体運営の透明性・公平性 

（オ） 団体運営における法令等の遵守状況 

（カ） 運営実績 

（キ） 効率・効果的運営への取組み状況 

（ク） 受託への熱意・意欲 

（ケ） 事業運営の独創性 

（コ） 施設管理の安全性への配慮 

（サ） 利用者への対応状況（接遇・苦情対応） 

（シ） 社員等の育成状況 

（ス） 個人情報保護対策状況 

（セ） 自主事業などの提案 

（ソ） 障害者の雇用状況 

（タ） 高齢者の雇用状況 

（チ） 管理運営に必要な提案金額 

（ツ） 環境への配慮 

（テ） 地域雇用の状況（現状及びこれからの計画） 

（ト） 災害時の対応 

（３）プレゼンテーション 

プレゼンテーションは，行いません。 

（４）選定結果の通知 
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選定結果は，申請者に書面で通知します。審査内容，選定理由についての問い

合わせには，お答えできません。 

 

９．選定結果後の手続等 

（１）仮協定書の締結 

指定管理者の候補者を選定後，速やかに仮の協定書を締結します。 

（２）市議会の議決 

指定管理者の候補者を選定後，指定に係る議案を市議会に提出し，市議会の議

決を得ます。ただし，議決を得るまでの間に，指定管理者の候補者を指定管理者

に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたときには，指定管理者

の候補者の選定を取り消すことがあります。 

なお，議決を得ることができなかった場合において，指定管理者の候補者が支

出した費用等については，補償しないことをご了承ください。 

（３）本協定の締結 

指定管理者の指定及び本協定締結は，議会の議決後に行います。 

（４）指定管理業務の準備 

指定管理者は，指定の日に円滑に業務を開始するため，事業の引継ぎ等を含め

指定の日前に必要な準備を開始していただきます。 

 

10．仮協定書，本協定書で締結する事項 

（１）市の条例・方針等の遵守に関する事項 

（２）指定期間に関する事項 

（３）事業及び管理業務の実施内容に関する事項 

（４）施設の安全対策に関する事項 

（５）災害等の緊急時の対応に関する事項 

（６）苦情対応に関する事項 

（７）事業計画及び事業報告に関する事項 

（８）事務実施状況等の確認に関する事項 

（９）モニタリング・評価に関する事項（利用者アンケート調査実施及び事業実施

状況自己評価） 

（10）指定管理者に支払うべき管理費用に関する事項 

(11) 事故等に係る損害賠償請求に関する事項 

・指定管理者と利用者との間に生じた損害賠償に関する事項 

・指定管理者と教育委員会との間に生じた損害賠償に関する事項 

・期間の途中で相手から解約の申し出があった場合の損害賠償に関する事項 

(12)指定の取消しや指定期間満了により指定管理者が変更になる場合に従来の指

定管理者に対して，新指定管理者に管理運営に必要な事項等について引継ぎを
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行う義務を課すための事項 

（13）原状回復に関する事項 

（14）指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

（15）権利・義務の譲渡の禁止等に関する事項 

（16）個人情報の保護に関する事項 

（17）情報公開に関する事項 

（18）文書の管理・保存の徹底に関する事項 

（19）監査委員による監査に関する事項 

（20）その他特に必要な事項 

 

11．指定管理に係る基本事項 

(１)関係法令の遵守 

指定管理業務の実施に当たっては，法，国分寺市プレイステーション条例（平

成 12年条例第 30号），国分寺市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例，国分寺市個人情報保護条例，国分寺市情報公開条例（昭和 63年条例第 28

号），国分寺市オンブズパーソン条例（平成 14 年条例第 50 号），国分寺市公共

調達条例（平成 24年条例第 35号），国分寺市暴力団排除条その他関係法令を遵

守するとともに，公平性の保持，安全確保に努めていただきます。 

（２）管理人員 

仕様書を参照 

（３）指定管理に係る経費 

選定された指定管理者が申請の計画で提示した業務を実施するために必要な

経費額をもとに，指定管理費，支払時期，支払い方法等を協定により定めます。 

（４）業務の委託 

包括的な業務の委託については認められません。個別の業務（清掃，保守点

検業務等）の委託については事前に教育委員会との協議が必要です。 

（５）その他 

指定管理者が行う施設の管理の適正を期するために，教育委員会が行う指示

に従わないとき，その他指定管理者による管理を継続することが適当でないと

認めるときは，法第 244条の２第 11項に基づき，指定管理者の指定を取り消し，

又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命じることがあります。 

 

12．その他特に必要な事項  

（１）賃貸借物件の取扱い  

   国分寺市プレイステーションは，個人の所有財産を国分寺市が借用している

ため，維持管理にあたって，所有者との協議が必要な場合は，教育委員会が主

体となって協議しますが，説明のために同行を求める場合があります。 
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（２）事前準備等 

指定管理者となる団体等は，平成 27 年３月 31 日までの間に，必要な準備業

務を行ってください。準備業務には，市職員との引継ぎ及び指定管理者の職員

の教育・訓練を含みます。準備業務に係る経費は，指定管理者の負担となりま

す。 

（３）地域雇用の推進 

  新たに人員を雇用する際は，市内在住者の雇用を促進してください。  

（４）接触の禁止 

本件業務に関係する本市職員との接触により，申込み及び選定についての情

報を不正に入手する等の事実が認められた場合，失格や指定の取消しとなりま

す。 

  

13．担当課 

〒185-0034 東京都国分寺市光町一丁目 46番地８ 

国分寺市教育委員会社会教育・スポーツ振興課 

電 話 042（574）4044  

ＦＡＸ 042（571）4700 

    E-mail   shakaspo@city.kokubunji.tokyo.jp 


